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【日本唯一!】(注）ストーカー対策総合保険 「and ME（安堵ミー）」 の発売 

~ＡＬＳＯＫの警備サービスによる 24 時間 365 日の安心を、月々500 円の保険料でご提供~ 

（注）ストーカー対策費用に特化した保険として（2020 年 3 月あそしあ少額短期保険調べ） 

 

株式会社あそしあ少額短期保険（代表取締役：本間貫禎、以下「あそしあ少額短期保険」）は、綜合

警備保障株式会社（代表取締役社長 青山幸恭、以下「ＡＬＳＯＫ」）と提携して開発した、ストーカー

対策費用に特化した保険として日本唯一となる、ストーカー対策総合保険 「and ME（安堵ミー）」（以下

「本保険」）の発売を 2020 年 4 月 14 日（火）より開始いたします。 

本保険は、いざというときにＡＬＳＯＫのガードマンがかけつける安心のサービスや、防犯機器等の購入にか

かる費用、一時避難のための宿泊費用、引越し費用等を補償し、さらに、無料サービスとして、弁護士へのメー

ル相談と心理カウンセリングサービスを付帯し、月々500 円というお手頃な保険料でご提供する、画期的な保

険です。 

これにより、社会問題にもなっている悪質なストーカー犯罪から被害者を守り、かつ保険による経済的なサポー

トが得られる商品として、ご契約者へ安全安心をご提供いたします。 

                   



【 背景・経緯 】 

ストーカー行為とは、特定の相手に対して悪質なつきまとい等を繰り返す行為をいいます。ストーカー認知件

数は過去 5 年間、年間約 2 万件を超える高い水準で推移しており、また重大事案も発生するなど、大きな社

会問題となっています。本保険は、あそしあ少額短期保険が、都内の大学ゼミへ「保険論」講座の寄稿をした

際に、学生自身が「若者が抱えるリスク」「自分たちが欲しい保険」という課題を検討する中で、本商品アイデア

を発案したものです。 

警察においてもストーカー規制法に沿い被害防止の体制を強化していますが、同法の「警告」「禁止命令等」

が発せられた以降も、つきまとい行為が行われ凶悪な犯罪が発生するケースがあります。また一時避難や引越し

等は被害防止に有効ですが、被害者が経済的な理由等で断念して被害が継続してしまうケースも発生してい

ます。 

そこで、あそしあ少額短期保険では、ＡＬＳＯＫによるガードマンを現場に急行させるサービスを利用したとき

の費用補償を中心に、ストーカー被害拡大防止のための機器購入やサービスを利用したときの費用、一時避

難の費用、引越しの費用を補償する商品として、本保険を開発いたしました。 

 

【 ストーカー対策総合保険の概要 】 

ストーカー被害者が所轄警察署にストーカー被害の相談をし、当該ストーカーに対して「警告（口頭によるもの

を除く）」または「禁止命令等」が発令された場合に、以下の保険金をお支払いします。 

（１） ストーカー警護費用保険金 

ＡＬＳＯＫによる警備サービスを利用した場合のガードマン駆けつけ費用   

（２）モバイルセキュリティ費用保険金 

     ＡＬＳＯＫのモバイルセキュリティサービス（まもるっく）を利用した場合の利用料   

（３）ストーカー対策費用保険金 

ストーカー対策としてＡＬＳＯＫの提供する以下の機器購入またはサービスを利用した場合の費用 

（防犯カメラ、盗聴器・盗撮器探索サービス、ホームセキュリティ、鍵交換サービス、センサーライト、 

補助錠、ガラス窓強化フィルム）  

（４）一時避難費用保険金 

ストーカー被害防止のために一時的にホテル等(日本国内)に宿泊した場合の費用  

（５）引越費用保険金 

ストーカー被害防止のために引越しを行う場合にかかる費用 

（引越費用、賃貸借契約にかかる礼金および仲介手数料）  

 

【契約者向け付帯サービス】 

契約者向けの付帯サービスとして、「弁護士へのメール相談」、「心理カウンセリング相談」 を付帯しております。

不安な時も契約者様を支えます。 

 

【保険料】  500 円（月払）、5,690 円（一括払・年額） 

以上 


